
①キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）のご案内
②副業・兼業の促進

発信者 群馬労働局雇用環境・均等室

●群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

●ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

群馬労働局の取組 トピックス（令和7年7月23日配信）

雇用環境・均等室

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた
場合に受給できる助成金です。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃
金引き上げを実施した場合、65万円が支給されます。

助成額（１人当たり）非正規雇用労働者の賃上げ率の区分

４万円（２.６万円）３％以上４％未満の場合

５万円（３.３万円）４％以上５％未満の場合

6.5万円（４.３万円）５％以上６％未満の場合

７万円（４.６万円）６％以上の場合

(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は100人。

活用例

活用のポイント 非正規雇用労働者の賃上げ

・賃金規定等の増額改定に関するキャリアアップ計画の作成が必要
・中小企業、大企業どちらも利用可能
・原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を改定する
必要あり

・改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給制度を新たに規定し
た場合は助成額を加算 （キャリアアップ助成金）

パートタイム・有期雇用労働法キャラクター
「パゆう」ちゃん ぐんまver.
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＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを見てね！
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